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第1章　総　　則

（趣旨）
第１条　この要綱は、市内の中小企業の経営基盤の確立及び生産性向上のために必要な資金を融資することにより中小企業の振興及び育成を図ることを目的として、千葉市（以下「市」という。）が実施する中小企業資金融資制度（以下「制度」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）中小企業者
中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号。以下「法」という。）第２条第１項第１号、第２号、第５号又は第６号に規定する者をいう。

（２）組合
法第２条第１項３号（中小企業等協同組合（事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合に限る。）に限る。）、第４号又は第７号から第１１号までのいずれかに規定する者をいう。
（３）小規模企業者
法第２条第３項第１号から第６号に規定する小規模事業者をいう。

（４）創業者
産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第２条第２９項第１号又は第３号に規定する者をいう。

（５）商業団体
商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）第５条第１項に規定する商店街振興組合、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条第１号に規定する事業協同組合及び経済事業を行う任意の団体で市長が認める者をいう。

（６）知的財産権
知的財産基本法（平成１４年法律第１２２号）第２条第２項に規定する知的財産権をいう。

（７）大学等
知的財産基本法第２条第３項に規定する大学等をいう。
（８）取扱金融機関
次に掲げる者をいう。

ア　都市銀行

（ア）株式会社みずほ銀行千葉支店・稲毛支店・稲毛海岸支店

（イ）株式会社三菱ＵＦＪ銀行千葉支店・千葉中央支店

（ウ）株式会社三井住友銀行千葉法人営業部
（エ）株式会社りそな銀行千葉支店

イ　地方銀行

（ア）株式会社千葉銀行

（イ）株式会社千葉興業銀行

（ウ）株式会社京葉銀行

（エ）株式会社常陽銀行千葉支店

ウ　信用金庫

（ア）千葉信用金庫

（イ）佐原信用金庫作草部支店・都賀支店

（ウ）銚子信用金庫千葉支店

エ　その他金融機関　株式会社商工組合中央金庫千葉支店

（９）本社　　　　　本店登記及び本社機能（総務、経理、その他事業の統括を行う部門）があり、代表取締役が常駐する事務所をいう。
（融資資金の種類）
第３条　融資資金の種類は、次章各節に規定する振興資金、小規模事業資金、経営安定資金、災害復旧資金、チャレンジ資金、トライアル支援資金、経営者保証不要資金、協調支援資金及びモニタリング強化資金とする。

　

（預託金）
第４条　市は、融資資金の融資源として、一定金額（以下「預託金」という。）を取扱金融機関に預託するものとする。
（融資総額）
第５条　取扱金融機関が中小企業者及び組合に融資する額の総額は、前条に規定する預託金に取扱金融機関の自己資金を加えた額とする。

２　前項に規定する取扱金融機関の自己資金の額は、市長が取扱金融機関と協議して定めるものとする。
　

（預託期間及び預託利率）
第６条　取扱金融機関に対する預託金の預託期間及び預託利率は、市長が取扱金融機関と協議して定めるものとする。

（融資を受ける者の資格）
第７条　制度による融資（以下「制度融資」という。）を受けることができる者は、千葉県信用保証協会（以下「保証協会」という。）の債務保証の対象となる事業（以下「保証対象事業」という。）を市内において営んでいる、又は営もうとする中小企業者とする。ただし、次章各節に特別の定めのあるものについては、それぞれ同章各節に定めるところによる。

２  次の各号のいずれかに該当する者は、制度融資を受けることができない。

（１）金融機関の取引停止処分を受けている者

（２）保証協会又は他の保証協会が行った代位弁済に係る求償債務の履行を終えていない者
（３）市税（延滞金を含む）を滞納している者
（４）法令の規定により許可、認可等（以下「許認可等」という。）を要する事業において、当該許認可等を受けていない者
（５）前各号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者

　

（融資の対象）

第８条　制度融資の対象は、事業経営上必要な運転資金及び設備資金とする。ただし、市外に主たる事業所を有する中小企業者の運転資金においては、第６節トライアル支援資金の利用に限る。
２　前項の設備資金は、市内に設置、登録等をする設備（土地にあっては、専ら事業の用に供するものに限る。）のみを融資対象とする。
（１）申込者は、設備資金を利用し土地を購入する場合、土地利用計画書（様式第１号）を市に提出
するものとする。
（２）申込者は、設備資金を利用し車両を購入する場合、車両購入に係る誓約書（様式第２号）を市
　　に提出するものとする。
３　次に掲げる使途のための資金は、融資の対象としない。

（１）旧債の振替のための資金（第３章に規定するものを除く。）

（２）住宅資金

（３）生活資金

（４）投機的資金

（５）出資金及び株式払込金並びにこれらに類する資金

（６）しゃし、遊興又は娯楽に関する資金

（７）保証協会の保証を付さない融資においては、専ら賃貸の用に供するための不動産購入資金

（８）前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
（信用保証）

第９条　制度融資を利用する場合は、保証協会の信用保証（以下「保証」という。）を付するものとする。ただし、次章各節に特別の定めのあるものについては、それぞれ同章各節に定めるところによる。

（融資の対象者等）
第１０条　融資の対象者、資金の使途、融資の金額（以下「融資金額」という。）及び融資の期間（以下「融資期間」という。）は、次章各節に規定する融資資金の種類ごとに同章各節に定めるところによる。ただし、融資期間については、市長が特に必要と認める場合はこれを延長することができる。
２　前項の規定にかかわらず、既に融資を受けている資金についてさらに融資を受けようとする場合における当該融資の金額は、その償還が完了していない額を減じて得た額以内とする。
（連帯保証人）
第１１条　申込者は、申込者が法人の場合で取扱金融機関又は保証協会が必要と認めるときは連帯保証人を立てるものとする。この場合において、連帯保証人は原則として当該法人の代表者で、主たる債務を保証し得るものでなければならない。

２　前項の規定にかかわらず、取扱金融機関又は保証協会が特に必要と認める場合は、連帯保証人に代えて申込者に担保を提供させることができる。

（融資利率）
第１２条　融資資金の利率は原則として固定金利とし、その水準については市長と取扱金融機関が協議して定めることとする。

（申込の手続等）
第１３条　申込者は、千葉市中小企業資金融資申込書（保証協会の保証を付する場合にあっては様式第３号－①、保証協会の保証を付さない場合にあっては様式第３号－②及び様式第３号－③。以下「申込書」という。）に必要な書類を添えて、取扱金融機関に提出しなければならない。

２　取扱金融機関は、申込書を受理したときは、申込者の営業状態、信用等を調査し、申込書及び申込みに必要な書類を千葉市制度融資申込書類送付書（保証協会の保証を付する場合にあっては様式第４号－①、保証協会の保証を付さない場合にあっては様式第４号－②。以下「送付書」という。）にて確認した上で、送付書と併せて市長に送付するものとする。
３　取扱金融機関は、保証協会の保証を付さない融資の申込を受けた際には、千葉市中小企業資金融資（協会保証なし）利用要件チェック表（様式第５号。以下「チェック表」という。）にて利用要件を満たしていることを確認するものとする。ただし、トライアル支援資金の申込みを受けた場合は、チェック表の判定を不要とする。

４　前３項の規定にかかわらず、次章各節に特別の定めのあるものについては、同章各節に定めるところによる。

（市の審査）
第１４条　市長は、前条第２項の規定により送付された書類等により、申込者について所定の審査を行うものとする。

２　市長は、保証協会の保証を付さない融資及びトライアル支援資金の申込みを承認したときは、千葉市中小企業資金融資制度利用の承認について（様式第６号。以下「制度利用承認通知」という。）により取扱金融機関に通知するものとする。

３　取扱金融機関は、前項の通知を受けた後でなければ融資を実行してはならない。

（保証の依頼）

第１５条　取扱金融機関は、第１３条第２項の調査により適当と判断したときは、当該融資に対する保証を保証協会へ依頼するものとする。ただし、保証協会の保証を付さない融資にあってはこの限りでない。

（保証の決定）
第１６条　保証協会は、前条の規定により取扱金融機関から保証の依頼を受けた場合はこれを審査し、申込者の保証を決定したときは、取扱金融機関に対して保証書を発行するとともにその旨を市長に通知するものとする。

（融資の実行）
第１７条　取扱金融機関は、前条の規定により融資することが適当と認められたときは、速やかに融資を実行するものとする。

（融資の実行の報告）
第１８条　取扱金融機関は、融資を実行したときは、その日から１４日以内に融資実行報告書兼利子補給申請書（様式第７号）により市長に報告しなければならない。
（融資の取下の報告）

第１９条　取扱金融機関は、融資を実行しないこととなった場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

（融資の実績報告）

第２０条　取扱金融機関は、毎月２０日までに前月分の融資の実績について千葉市中小企業資金融資実績報告書（様式第８号）により市長に報告しなければならない。

　

（市外からの参入事業者等）

第２１条　借受者が市外からの参入者であることや創業間もないこと、又は個人事業主で市税が非課税となっていることにより、納税証明書及び滞納無証明書の交付を受けることができない場合、借受者は、証明書発行に係る理由書（様式第９号）を市へ提出することでこれらに代えることができる。
２　借受者が市外からの参入予定者である場合、借受者は市内進出に係る誓約書（様式第１０号）を市に提出するものとする。
３　事業所開設後、取扱金融機関は、当該借受者の市内での事業活動開始についての確認を行い、遅滞
なく営業活動開始報告書（様式第１１号）により、市長に報告することとする。
（融資条件等の変更）
第２２条　取扱金融機関は、借受者の融資について、特別の事情により融資期間、融資利率、連帯保証人、担保等（以下「融資期間等」という。）を変更することが必要と認められるときは、当該融資期間等を変更することができる。この場合において、当該融資が保証協会の保証を付したものであるときは、当該保証協会と協議するものとする。

２　取扱金融機関は、前項の規定により融資期間等を変更した場合は、融資条件変更等報告書（様式第
１２号）によりその旨を市長に報告しなければならない。借受者の名称、代表者、所在地等に変更
があった場合も同様とする。

（経営指導）
第２３条　市長は、借受者に対し必要な経営指導を行うことができる。
（代位弁済発生時の報告）
第２４条　取扱金融機関は、保証協会に対して代位弁済を請求する事由が発生した場合は、代位弁済発生報告書（様式第１３号）により、速やかに市長に報告しなければならない。
（事故発生時の報告）
第２５条　取扱金融機関は、保証協会の保証を付さない融資を受けた事業者に事故事由が生じた場合は、事故連絡書（兼利子補給金支給停止報告書）（様式第１４号）により、速やかに市長に報告しなければならない。
（相続発生時の報告）
第２６条　取扱金融機関は、個人事業者に相続が発生した場合は、相続発生報告書（様式第１５号－①）により、速やかに市長に報告しなければならない。
２　前項の場合において、事業後継者が確定し、次条に定める利子の補給も継続となる場合は、事業後
継者は委任状（様式第１５―②）を市長に提出するものとする。

（利子の補給）
第２７条　市長は、借受者に対し予算の範囲内で利子補給をすることができる。ただし、借受者が次に掲げる事由に該当する場合はこの限りでない。

（１）廃業した場合（休業含む。）
（２）市外に転出して営業をしている場合

（３）金融機関の取引停止処分を受けた場合

（４）当該債務について保証した保証協会に対し、取扱金融機関が代位弁済を請求する事由が発生した
場合（当該債務について、取扱金融機関が保証協会に対し、代位弁済を請求しないことを決定した場合を除く。）
（５）市税（延滞金を含む。）を滞納した場合

（６）平成２３年４月１日以降に、新たに融資期間を延長した場合
（７）保証協会の保証を付さない融資を受けた後に、返済条件を緩和する内容の条件変更を行った場合
（８）前各号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認める場合

２　前項の規定により市長が利子補給をする額（以下「利子補給額」という。）は、次章各節に規定する融資資金の種類ごとに、同章各節に定めるところによる。ただし、市長が別に指定する借受者については、この限りでない。

３　前項の規定にかかわらず、利子補給額の算出に用いる利子補給率（以下「利子補給率」という。）は、融資利率から当該利子補給率を減じた値が０．２％を下回らないものとする。ただし、災害復旧資金、チャレンジ資金、トライアル支援資金及び市長が別に指定する借受者については、融資利率を利子補給率の上限とする。
４　借受者が第１項第４号に規定する事由に該当することにより利子補給の対象とならなくなった場合においては、借受者が取扱金融機関に支払った利子があった場合であっても、当該利子に係る利子補給をしない。
５　前項の場合において、借受者が第１項第４号の規定する事由に該当することとなった時点で、既に
市長から借受者（利子補給に関する代理人を除く。）が受領している利子補給額については、市への
返還を要しない。
６　利子補給額の申請、請求等に係る事務については別に定める。

（償 還）
第２８条　借受者は、融資期間が終了するまでに融資金額の全額を償還しなければならない。
（償還方法）
第２９条　融資金額（当該融資に係る利子を含む。）の償還は、原則として元金均等払、元利均等払又は据置期間内の期日一括払のいずれかの方法によるものとする。ただし、次章第３節に規定する小規模事業資金（運転資金のための融資資金であって、融資期間が１２月以内のものに限る。）についてはこの限りでない。
２　取扱金融機関は、前項の償還について据置期間を認めることができる。この場合において当該据置期間は、次章各節に規定する融資資金の種類ごとに同章各節の定めるところによる。

（申込受理の取消し及び繰上償還）
第３０条　市長は、制度融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、融資資金の申込受理を取り消すことができる。この場合において借受者はすべての利子補給金を返還し、また必要があると認めたときは、繰上償還する旨を金融機関に指示するものとする。

（１）申込書及びその添付書類に不実の記載をした場合
（２）融資資金をこの要綱に定める使途以外に使用した場合

（３）この要綱の規定に反する取扱いをした場合
（４）前３号に掲げる場合のほか、市長が制度融資の対象として不適当と判断した場合

（取扱金融機関の責務）

第３１条　取扱金融機関は、制度融資の取扱いについては他の一般業務との区別を明確にし、市長が調査又は報告を求めたときは速やかに応じるものとする。
第２章　融 資 資 金 別 の 内 容 等

第１節　振興資金

（目的）

第３２条　本資金は、中小企業者に必要な事業資金の供給を図り、もって中小企業者の経営基盤の強化、事業の振興及び生産性向上に資することを目的とする。

（融資条件等）

第３３条　本資金の融資条件等は、次のとおりとする。

（１）融資対象者
市内に本社を有する中小企業者又は組合（ただし、設備資金に関しては、市内で事業を営んでいる、若しくは営もうとする中小企業者又は組合も含む。）で、１年以上同一事業を営んでいる者。ただし、保証協会の保証を付さずに本資金の融資を受けようとする場合は、法人であって、市長が申込者の業歴、財務状況及び資金使途等を勘案し、本資金の融資を受けることが適当であると認めた者

（２）資金使途
運転資金（組合員転貸を含む。）及び設備資金

（３）融資金額
１企業又は１組合につき２億円以内。ただし、運転資金は８，０００万円以内とする。

（４）融資期間
運転資金　７年以内


設備資金　１５年以内（１２月以内の据置を含む。）

（５）保証人
取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。

（６）担保
取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。

（７）利子補給額
設備資金　年０．８％で算出した額。なお、運転資金の利子補給率は０％とする。

第２節　小規模事業資金

（目的）

第３４条　本資金は、市内の小規模企業者に必要な事業資金の供給を図り、もって小規模企業者の経営の改善及び事業の振興に資することを目的とする。

（融資条件等）

第３５条　本資金の融資条件等は、次のとおりとする。

（１）融資対象者
市内に本社を有する小規模企業者（ただし、設備資金に関しては、市内で事業を営んでいる、又は営もうとする小規模企業者を含む。）
（２）資金使途
運転資金及び設備資金

（３）融資金額
２，０００万円以内。ただし、既に保証協会の保証付き融資を受けている場合にあっては、２，０００万円から当該融資残高を減じて得た額以内とする。

（４）融資期間
運転資金　７年以内（６月以内の据置を含む。） 


設備資金　１０年以内（１２月以内の据置を含む。）

（５）利子補給額
年０．８％で算出した額。

２　本資金は、全国統一の保証制度「小口零細企業保証制度」を活用した資金である。
第３節　経営安定資金

（目的）

第３６条　本資金は、不況による売上減少、災害等の突発的な事由、取引先の倒産、事業活動の制限等の影響により経営に支障を生じ、又は取引金融機関の破綻、合併、事業譲渡等の影響により資金繰りに支障が生じている市内中小企業者へ必要な事業資金の供給を図り、もって中小企業者の経営基盤の確立に資することを目的とする。

（融資条件等）

第３７条　本資金の融資条件等は次のとおりとする。

（１）融資対象者
市内に本社を有する中小企業者（ただし、設備資金に関しては、市内で事業を営んでいる、又は営もうとする中小企業者を含む。）で、次のいずれかに該当する者

ア　最近３か月間又は６か月間の平均売上高が前年同期の平均売上高に比し５％以上減少している者

イ　法第２条第５項第１号から第８号までのいずれかに該当することについて同項の規定による認定を受けた者

ウ　倒産した取引先の企業に対する負債総額が１，０００万円以上で、当該企業に対する売掛債権等（適正な取引に基づくものに限る。）を３０万円以上有し、当該企業への取引の依存度が取引の全体の２０％以上を占める者

エ　その他経営の安定に支障を生じ、本資金を融資することが必要であると市長が認めた者
（２）申請書類　　前号で規定する融資対象者のうち、アに該当する者は、経営安定資金申請書①（様
式第１６号）を、ウに該当する者は、経営安定資金申請書②（様式第１７号）を申
込時に提出しなければならない。

（３）資金使途
運転資金及び設備資金

（４）融資金額
５，０００万円以内

（５）融資期間
運転資金　　５年以内

設備資金　　７年以内（１２月以内の据置を含む。）

（６）利子補給額
年０．８％で算出した額

２　前項の規定にかかわらず、次章に規定する借換えにより本資金を利用する場合の融資期間は７年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合においては１０年以内とする。

第４節　災害復旧資金

（目的）

第３８条　本資金は、特定の災害により被害を受けた市内に本社を有する中小企業者（ただし、設備資金に関しては、市内で事業を営んでいる中小企業者を含む。）に、その復旧のための資金の供給を図り、もって中小企業者の経営基盤の確立に資することを目的とする。

（融資条件等）

第３９条　本資金の融資条件等は、次のとおりとする。

（１）融資対象者
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和３７年法律第１５０号。以下「激甚災害財政援助法」という。）、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）又は市長が特別に認めた災害により被害を受け、り災証明書の発行を受けた者

（２）資金使途
被害を受けた店舗・工場等、機械設備・備品等、商品・材料等の復旧に要する費用

（３）融資金額
５，０００万円以内
（４）融資期間
運転資金　７年以内（２４月以内の据置を含む。）


設備資金　１０年以内（２４月以内の据置を含む。）

（５）利子補給額
借受者が支払った貸付利息額の全額
第５節　チャレンジ資金

（目的）

第４０条　本資金は、創業者及び創業間もない中小企業者（以下「創業者等」という。）に対し、必要な開業資金及び事業資金の供給を図り、もって創業者等の育成及び経営基盤の確立に資することを目的とする。

（融資を受ける者の資格）

第４１条　本資金の融資を受けることができる者は、市内において、保証対象事業を創業してから５年未満の中小企業者又はこれから保証対象事業を行おうとする創業者とする。

２  次の各号のいずれかに該当する者は、本資金の融資を受けることができない。

（１）金融機関の取引停止処分を受けている者

（２）保証協会又は他の保証協会が行った代位弁済に係る求償債務の履行を終えていない者
（３）市税（延滞金を含む。）を滞納している者

（４）法第２条第１項第６号に規定する者又は設立予定の者
（５）前４号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者

（融資条件等）

第４２条　本資金の融資条件等は、次のとおりとする。

（１）融資対象者
市内における創業者又は創業後５年未満の市内で事業を営んでいる中小企業者。ただし、許認可等を要する事業にあっては、既に許認可等を受け、又は許認可等の申請中で当該許認可等を受けることが確実である場合に限る。

（２）資金使途
運転資金及び設備資金

（３）融資金額
３，５００万円以内。ただし、設備資金は所要資金の８０％以内とする。

（４）融資期間
運転資金　５年以内（６月以内の据置を含む。）


設備資金　７年以内（１２月以内の据置を含む。）

（５）利子補給額
年１．４％で算出した額

２　本資金は、全国統一の保証制度「創業関連保証」及び「スタートアップ創出促進保証制度」を活用した資金である。
第６節　トライアル支援資金

（目的）

第４３条　本資金は、大学等と連携し、共同して行う新製品、新技術等に関する研究（以下この節において「産学共同研究」という。）又は市場価値の高い知的財産権の活用により事業化及び事業の拡充（以下この節において「事業化等」という。）を図ろうとする中小企業者に対し、当該事業化等に必要な資金の供給を図り、もって中小企業者の経営基盤の安定強化及び事業の振興並びに市内産業の活性化に資することを目的とする。
（融資を受ける者の資格）

第４４条　本資金の融資を受けることができる者は、保証対象事業を市内において営んでいる、又は営もうとする中小企業者とする。

２  次の各号のいずれかに該当する者は、本資金の融資を受けることができない。

（１）金融機関の取引停止処分を受けている者

（２）保証協会又は他の保証協会が行った代位弁済に係る求償債務の履行を終えていない者
（３）市税（延滞金を含む。）を滞納している者
（４）法令の規定により許認可等を要する事業において、当該許認可等を受けていない者
（５）前各号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者　
（融資条件等）
第４５条　本資金の融資条件等は、次のとおりとする。

（１）融資対象者
１年以上同一事業を営んでいる中小企業者で、本資金を融資することが必要であると市長が認めた者。ただし、保証協会の保証を付さずに本資金の融資を受けようとする場合は、市長が申込者の業歴及び資金使途等を勘案し、本資金の融資を受けることが適当であると認めた者
（２）申請書類     トライアル支援資金の申込みの際には、申込者は、トライアル支援資金事業計画

書（様式第１８号）を市長に提出しなければならない。

（３）資金使途
運転資金及び設備資金（次のいずれかに該当するものに限る。）

ア　申込者が産学共同研究を行うための資金

イ　産学共同研究により開発した新製品、新技術等を活用して事業化等を行うための資金

ウ　知的財産権を活用して事業化等を行うための資金

エ　その他市内産業の活性化に資するものであると市長が認める資金

（４）融資金額
５，０００万円以内

（５）融資期間
運転資金　７年以内（１２月以内の据置を含む。）


設備資金　１５年以内（１２月以内の据置を含む。）

（６）保証人
取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。

（７）担保
取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。

（８）利子補給額
年１．４％で算出した額
第７節　経営者保証不要資金

（目的）

第４６条　本資金は、中小企業者に必要な事業資金の供給を図り、もって中小企業者の経営基盤の強化、事業の振興及び生産性向上に資することを目的とする。
（融資条件等）

第４７条　本資金の融資条件等は次のとおりとする。

（１）融資対象者　 次のいずれかに該当する者

ア　市内に本社を有する中小企業者又は組合（ただし、設備資金に関しては、市内で事業を営んでいる、若しくは営もうとする中小企業者又は組合も含む。）で、１年以上同一事業を営んでいる者
イ　市内に本社を有する中小企業者（ただし、設備資金に関しては、市内で事業を営んでいる、又は営もうとする中小企業者を含む。）で、法第２条第５項第４号又は第５号のいずれかに該当することについて同項の規定による認定を受けた者

（２）資金使途　　 運転資金及び設備資金

（３）融資金額
ア　８，０００万円以内
イ　５，０００万円以内

（４）融資期間
ア　運転資金　　７年以内

　設備資金　　１０年以内（１２月以内の据置を含む。）
イ　運転資金　　５年以内

　設備資金　　７年以内（１２月以内の据置を含む。）
（５）利子補給額
ア　設備資金　年０．８％で算出した額。なお、運転資金の利子補給率は０％とする。
イ　年０．８％で算出した額
（６）保証人
不要とする。

（７）担保
不要とする。

２　前項の規定にかかわらず、次章に規定する借換えにより本資金を利用する場合の融資期間は７年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合においては１０年以内とする。

３　本資金は、全国統一の保証制度「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」を活用した資金である。
第８節　協調支援資金

（目的）

第４８条　本資金は、中小企業者に必要な事業資金の供給を図り、もって中小企業者の経営基盤の強化、事業の振興及び生産性向上に資することを目的とする。
（融資条件等）

第４９条　本資金の融資条件等は次のとおりとする。

（１）融資対象者　 市内に本社を有する中小企業者又は組合（ただし、設備資金に関しては、市内で
事業を営んでいる、若しくは営もうとする中小企業者又は組合も含む。）で、１年
以上同一事業を営んでいる者
（２）資金使途　　 運転資金及び設備資金

（３）融資金額
１企業又は１組合につき２億円以内。ただし、運転資金は８，０００万円以内とする。

（４）融資期間
運転資金　７年以内


設備資金　１０年以内（１２月以内の据置を含む。）

（５）保証人
取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。

（６）担保
取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。

（７）利子補給額
設備資金　年０．８％で算出した額。なお、運転資金の利子補給率は０％とする。
２　前項の規定にかかわらず、次章に規定する借換えにより本資金を利用する場合の融資期間は７年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合においては１０年以内とする。

３　本資金は、全国統一の保証制度「協調支援型特別保証制度」を活用した資金である。

第９節　モニタリング強化資金

（目的）

第５０条　本資金は、中小企業者に必要な事業資金の供給を図り、もって中小企業者の経営基盤の強化、事業の振興及び生産性向上に資することを目的とする。
（融資条件等）

第５１条　本資金の融資条件等は次のとおりとする。

（１）融資対象者　 市内に本社を有する中小企業者又は組合（ただし、設備資金に関しては、市内で
事業を営んでいる、若しくは営もうとする中小企業者又は組合も含む。）で、１年
以上同一事業を営んでいる者
（２）資金使途　　 運転資金及び設備資金

（３）融資金額
１企業又は１組合につき２億円以内。ただし、運転資金は８，０００万円以内とする。

（４）融資期間
運転資金　７年以内


設備資金　１０年以内（１２月以内の据置を含む。）

（５）保証人
取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。

（６）担保
取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。

（７）利子補給額
設備資金　年０．８％で算出した額。なお、運転資金の利子補給率は０％とする。

２　前項の規定にかかわらず、次章に規定する借換えにより本資金を利用する場合の融資期間は７年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合においては１０年以内とする。

３　本資金は、全国統一の保証制度「モニタリング強化型特別保証制度」を活用した資金である。

第３章　借 換 え

（目的）

第５２条　本章は、不況による売上減少、利益率の低下等により既往借入金の返済負担が大きくなっている市内中小企業者に対し、この要綱に規定する資金について借換えを行い、もって中小企業者の返済負担の軽減による資金繰りの安定化及び経営基盤の確立に資することを目的とする。

（禁止される借換え）

第５３条　この要綱の規定に基づき融資された資金以外の資金をこの要綱に規定する資金に借り換えることはできない。

２　この要綱の規定に基づき融資された資金をこの要綱に規定する資金に借り換える場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、借換えをすることができない。

（１）この要綱の規定に基づき平成１９年９月３０日までに融資された資金又は平成１９年１０月１日以後に融資された資金のうち責任共有対象外保証（保証協会の小口零細企業保証、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和３年法律第７０号）による改正前の中小企業等経営強化法第４条第１項に規定する創業等関連保証、産業競争力強化法第１２９条第１項に規定する創業関連保証、法第１２条に規定する経営安定関連保証（法第２条第５項第１号から第６号までのいずれかに該当することについて、同項の規定による認定を受けた者が受けるものに限る。）又は激甚災害財政援助法第１２条第１項に規定する災害関係保証をいう。以下この号において同じ。）を付したもの以外の資金から責任共有対象外保証を付する資金への借換え

（２）保証協会の保証を付していない資金から保証協会の保証を付する資金への借換え

（３）第２２条の規定による融資期間の延長と同時に行う借換え

（４）据置期間中の借換え

（５）借換えの対象となる資金が一つしかなく、かつ、増額を伴わない借換え

（制限等）

第５４条　借換えにより融資を受けることができる資金は、振興資金、小規模事業資金、経営安定資金、経営者保証不要資金、協調支援資金又はモニタリング強化資金のみとする。

２　融資期間は７年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合においては１０年以内とする。

３　融資金額は、第１項の資金の種類ごとに前章各節に規定する運転資金の限度額を上限とする。

４　借換えをするに当たっては、借換え時の融資の残高に上乗せして借り入れることができる。

５　第２２条の規定により融資期間の延長を行っている資金については、取扱金融機関（保証協会の保証を付する資金を借り換える場合にあっては、取扱金融機関及び保証協会）が融資期間の延長後の返済状況から今後も安定した事業の継続が可能であると認めた場合に限り、借換えをすることができる。

６　本章の規定により借り換えた資金を更に借り換えることはできない。ただし、借換えを行うことにより申込者の資金繰りの安定化及び経営基盤の確立に資すると市長が認めた場合においてはその限りではない。

７　借換えによる融資を行う取扱金融機関は、当該借換えが他の取扱金融機関で融資を受けたものに係るときは、事前に当該他の取扱金融機関の承諾を受けなければならない。

（申込み）

第５５条　借換えの申込みをしようとする者は、借換えにより融資を受けようとする資金の申込みに必要な書類と併せて借換え申請書（兼確認書）（様式第１９号）を市長に提出するものとする。

第４章　補 則

（委任）
第５６条　この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附  則

（施行期日）
１　この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。
（経過措置）

２　この要綱施行前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

（千葉市中小企業資金融資損失てん補要綱の一部改正）

３　千葉市中小企業資金融資損失てん補要綱（平成４年４月１日施行）の一部を次のように改正する。

　第３条第２号中「１０年」を「１５年」に改める。

（千葉市チャレンジ資金融資要綱の廃止）

４　千葉市チャレンジ資金融資要綱（平成１９年１０月１日施行）は、廃止する。

　　　附  則

  この要綱は、平成２１年９月１日から施行する。

　　　附  則

この要綱は、平成２１年１２月７日から施行する。

附  則

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

附  則

この要綱は、平成２２年９月１日から施行する。

附  則

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。

附  則

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

附  則

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。

　　附　則

この要綱は、平成２５年１１月１８日から施行する。

　　附　則

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。

　　附　則

この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。
　　附　則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。
　　附　則

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。
　　附　則

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和２年２月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和２年４月１３日から施行する。
附　則
この要綱は、令和３年１１月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和４年１月２４日から施行する。
附　則
この要綱は、令和５年３月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和５年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和６年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和７年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
[image: image24.emf]( 〒 - ) ( 〒 - )
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（市内本社実態確認欄）

千葉市中小企業資金融資申込書（協会保証なし）

令和



年



月



日

融   資   申   込   者

フ リ ガ ナ



法人設立



年



月



日

氏　名

（法人名及び

代表者職・氏名）



 （注）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。

本 社 ( 登 記 上 ) 又 は 現 住 所 ( 住 民 登 録 地) 市　内　営　業　所　所　在　地



電  話



電  話



代取の常駐

総務・経理などの管理部門あり

決算書具備 利子補給優遇



無 ・ 有

融  資  申　込  内  容

資 金 名



申込金額



円

（申請日から5営業日あること）

融資予定利率



％

申込金融機関

同時申込み

　　無　　・　　有　（　他行　・　その他　）

資金使途



返済方法 元金均等　　元利均等　　期日一括　　他

融資希望日



月



日

返済期間

　　　　　　　　　　　　か月（うち据置　　　　　　　か月）

返済条件

　か月目～　　　　　か月目　　　　　　　　円

担保設定

　　　　無　　　　・　　　有　　（　　　　　　　　　　　　　）

最終回　　　　　　　　　　　円　

　　連  帯  保  証  人

フリガナ

住所 申込人との関係 職業

氏 名



千葉市制度融資利用状況（他行分もヒアリングの上記載すること。ない場合は「なし」と記入）

金融機関・支店 借入日 資金名 当初借入額（千円） 残高（千円）



（市税納付状況の調査承諾及び利子補給委任欄）

　私は、千葉市中小企業資金融資制度の融資実行後に、要件となる市税滞納の有無確認のため市税全般に係る納付状況を調査することを

承諾します。また、利子補給に関し下記の者を代理人と定め、千葉市中小企業資金融資要綱に基づく利子補給金の申請、請求及び受領並

びに返還に関する一切の権限を委任します。

　　（委任者・申込者） 　　（受任者・金融機関）

住所 住所



氏名

（法人名及び

代表者職・氏名）

氏名

 （注）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。

＜注意＞（金融機関の方へ）

千葉市

使用欄



・融資申込に当たっては、「融資申込書類送付書」に記載されている必要書類

　を添付してください。（送付先は千葉市産業支援課）

・利用承認書の発行には、完備した書類を受付けしてから原則5営業日いた

　だきます。スケジュールに余裕を持って申請をお願いします。

・融資実行後14日以内に「融資実行報告書 兼 利子補給申請書」を千葉市

　宛てに提出してください。（送付先は千葉市産業振興財団）

様式第３号－②

代取（下記記入不要）

代取以外（下記記入）

なし

印


[image: image2.emf]年 月

 （あて先）　千葉市長 

　　今回、千葉市中小企業資金融資を利用して購入した自動車を事業のためにのみ使用します。

当該自動車を事業以外に使用したことによって、本契約上の取引を中止又は解約されても異議

なきことを誓約いたします。

また、本件に係る車両については、千葉市内で登録・保管します。

　　なお、当該自動車を事業以外に使用した場合は、本件融資資金の利子に対して補給を受け

た利子補給金を全額返還いたします。

 （注）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。

（法人名及び

代表者職・氏名）



車 両 購 入 に 係 る 誓 約 書   

日

　住　所



氏　名



令和



様式第２号


[image: image1.emf] （注）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。

住所

氏名



（法人名及び

代表者職・氏名）



予 定 工 期



用 途 地 域



面          積



㎡

目           的



土 地 利 用 計 画 書



土地所在地 千葉市



様式第１号
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不動産

有価証券



工場

店舗



年

その他



取引地位

与信取引開始年月日

直近期業績

資 本 金

決算期



債務者の概況



借地（㎡）



自宅



本社



所 有 不 動 産 概 要  （ 初 回 申 込 時 の み 記 入 ）



時価

（百万円）



名義人



名



融資申込実績



自己所有（㎡）



売上高　　　　　　　　　　千円 経常利益　　　　　　　　　　千円



千円



当期利益　　　　　　　　　　千円 自己資本　　　　　　　　　　千円 （自己資本比率　　　　　　％）



従業員

(役員・家族除）



業  種



建物

（㎡）



土地



月



手形

（％）

サイト

（日）



取  引  先  状  況 （ 初 回 申 込 時 の み 記 入 ）

現金

（％）

手形

（％）



日

会　社　名

取　引　条　件



現金

（％）

申 込 人 概 況　（ 金 融 機 関 作 成 ）

令和



年



サイト

（日）

会　社　名

取　引　条　件

主

 

な

 

仕

　

入

　

先



本 件



営業所



種類



所在地

主

 

な

 

販

 

売

 

先

所 有 不 動 産 有 無



金融機関

支店

担当者



代表者の事業経験 私募債



与  信

取  引 状  況 （本件後時価ベース：単位：千円）



協会保証 他



月 日



保  全

申 込 人 評 価　（A：優良(十分に有り)、Ｂ：相応(有り)、Ｃ：やや不足）

本  件



合  計



事業・商売の概要、商品や取引先の特徴、当社の強み



総合評価

手形割引



TEL



その他(外為等）

合  計



代表者の計数観念（決算・業績把握等）



預金



代表者の業界知識・人脈



保証協会付

事業の将来性

立地条件(商・サービス）、取引先状況（製造他）

定期性預金



月期



年



貸付（プロパー）

様式第３号－③

協会保証なし用



[image: image4]
[image: image6.emf]令和

（あて先）　千葉市長

債務者名

本社住所

市内事業所住所

市内事業所の用途

市内事業所開設日 令和 年 月 日

確認日 令和 年 月 日

融資実行日 令和 年 月 日

資金メニュー名

実行額

（千葉市使用欄）

　令和　　　　年　　　　月　　　　日 【 受付印 】

　　年　　　月　　　日

営 業 活 動 開 始 報 告 書

　以下の債務者について、千葉市内での事業活動開始を確認しましたので報告します。



現地確認

確認者



金融機関名

支店名

状況等



債

務

者

情

報

融

資

情

報



　千葉市



千円

本社 ・支社 ・ 営業所 ・ 店舗 ・ その他（　　　　　　　）

市外企業用 様式第１１号



[image: image7.emf]年 月 日

下記のとおり、融資条件の変更等、報告事項が発生しましたので報告します。

記

１　債務者基本情報

対象となる借入明細（債権が複数ある場合は、債権の本数分作成すること）

円

変更内容（該当部分にチェック）

（ ・ ）

変更した具体的な内容（変更前の融資条件、期日等を必ず記入すること）

利子補給受給資格の確認（必ずチェック）

※）当初期日超過は、平成23年4月1日以降に、初めて融資期日を延長した債権が

（ 年 月 日 より ）

 対象です。

）

( )

共通

住所変更の場合

代表者変更の場合



年

（市内事業所等所在地：



日



当初期日

（融資実行時の期日）

月



令和



債

務

者

日



４　その他報告事項や特記事項

業  種



年

債務者名

融 資 条 件 変 更 等 報 告 書



金融機関名

支店名



 （個別の資金メニュー名を記入、

 　「千葉市預託」は不可）

（変更後）

（変更前）



当初実行日

市内住所

（市内事業所）

２　変更内容



当初融資額



月

当

初

情

報

資金名



保証番号



３　添付書類

５　連絡先



金融機関 担当者名



TEL

様式第１２号

変更保証書（写）

返済条件の変更

住所変更

代表者、保証人の変更

融資利率の変更

その他（ ）

添付の変更保証書のとおり

（法人） 商業登記簿謄本（写）、履歴事項全部証明書（写）

（個人事業主） 住民票（写）

継続受給

運転

設備

期限延長 →

当初期日超過

市外転出

市税未納 廃業（休業含む）

その他

今回初めて期限延長

既に期限延長している債権を再度延長

未申告

今回新たに資格を喪失

既に資格を喪失している

市内に事業所等なし

市内に事業所等あり ※）本店が市外へ転出したが、市内に事業所等がある場合


[image: image8.emf]年 月

　　（あて先）　千葉市長

下記のとおり、代位弁済事由が発生しましたので報告します。

記

（ より　）

（ 実施　）



月



年



日

債務者の現況

延滞状況



日



日

喪失事由

期限の利益

喪失日



返済意思

金融機関 担当者名



TEL



年

代位弁済に

至った経緯



具体的な

事業内容



条件変更の有無



月



債務者名



債

務

者

融資実行日



代 位 弁 済 発 生 報 告 書

令和



資金メニュー名

当初融資額

（千円）

融資期間

（か月）



金融機関名

市内住所

（市内事業所）



協会保証番号

月



年

日



業  種



支店名

融資残高

（千円）



１　債務者基本情報

２　債権明細

３　概要

４　添付書類



様式第１３号

協会保証あり用

（必須）

（必須）

変更済み

事業継続中 廃業

正常履行中

不明

延滞あり

なし

なし あり 不明

保証協会へ提出した事故報告書

弁護士からの受任通知

直近の決算資料（金融機関で徴求済みの決算資料のうち直近のものを添付すること）

その他参考資料 （ ）


[image: image9.emf]　　（あて先）　千葉市長

下記のとおり事故事由が発生しましたので報告するとともに、当該債権を利子補給対象外とします。

記

（ 実施　）

（ ）

債務者名



債

務

者

市内住所

（市内事業所）



金融機関名



支店名



金融機関 担当者名



具体的な

事業内容

TEL



月



日

期限の利益

喪失日



業  種



融資実行日



延滞

回数



債務者の現況



年

日

喪失事由



月



事故連絡書 （兼利子補給金支給停止報告書）

資金メニュー名

当初融資額

（千円）

融資期間

（か月）

融資残高

（千円）

１　債務者基本情報

２　債権明細（協会保証なしのみ）

３　概要

利息徴求

済日



４　添付書類

事故の内容

及び　発生に

至った経緯



返済意思



条件変更の有無



年

様式第１４号

協会保証なし用

変更済み

事業継続中 廃業 不明

なし

なし あり 不明

弁護士からの受任通知

直近の決算資料（別表1、B/S、P/L、販管費明細、製造（工事）原価明細、株主資本変動報告書）

その他参考資料


[image: image10.emf]年 月

　　（あて先）　千葉市長

下記の債務者について、相続が発生しましたので報告します。

記

（氏名： ）

→

新債務者名で、別紙「利子補給の委任状」を添付してください

→ 　返還がある場合は「利子補給金返還申出書」を添付してください

→

利子補給金は被相続人の口座又は相続人の代表口座へ入金してください。

※）ただし、相続確定時に受給資格喪失事由（廃業、市外居住　等）に該当した場合は、相続発生後の

　 　利子補給金を原則として返還していただきます。事前に相続人へご説明をお願いします。

（ ）

担当者名



TEL

相 続 発 生 報 告 書

令和



市内住所

（市内事業所）

融資残高

（千円）



日

金融機関名



支店名



融資実行日 資金メニュー名

当初融資額

（千円）

融資期間

（か月）

債務者名

債

務

者

業  種



協会保証番号



月



日

相続発生が

判明した日



氏名

金融機関



相続発生日



年



（下欄に書ききれない場合は、別紙を添付してください）

続柄

事業後継

利子補給

続柄：



氏名 続柄

名



氏名

続柄



日



年



月

法定相続人

氏名



氏名



続柄 続柄

氏名



１　債務者（被相続人）基本情報

２　債権明細

３　概要

４　添付書類

相続人の人数

続柄



様式第１５号－①

未定

事業後継者が決まっている

事業後継者が引続き受給

受給資格喪失

利子補給の委任状（相続用） 利子補給金返還申出書

その他参考資料

事業後継者がなく、廃業となる

現時点では未定

法定相続人（別紙）



[image: image11.emf]（あて先）千葉市長

委任者 住　所

氏　名

 （注）記名押印又は本人が署名してください。

代理人（金融機関）

住　所

金融機関

支店名

委　任　状

　私は、以下の者を代理人と定め、千葉市中小企業資金融資要綱に基づく利子補給金の請求及び受領

並びに返還に関する一切の権限を委任します。

日



年



月



令和

相続用

様式第１５号－②


[image: image12.emf]年 月 日

（あて先）　千葉市長

（申請者）

 （注）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。

　以下のとおり売上高が減少し、経営の安定に著しく支障が生じておりますので、経営安定資金の利用を

申込みます。

（売上高の減少率）

最近3か月又は6か月の売上高　（申込み月の前月又は前々月からさかのぼって記載）

前年同期の売上高

減少率 （Ｂ－Ａ）/Ｂ×100

＊ 上記が確認できる資料（期間内の売上台帳等）を必ず添付のこと （5％以上であること）

氏名

（法人名及び

代表者職・氏名）

住所



経営安定資金申請書①

令和



年



月



千円



年



年



（具体的な事業内容）

業種



千円



業



千円



千円



月



年



月

月

千円



千円

千円

Ａ　平均

月



千円

月



月



年



年



年



千円



年



千円



年



月



月



年



月



千円



年



月



千円

千円 Ｂ　平均



千円



％



年



月



様式第１６号

経営安定Ｂ用



[image: image13.emf]年 月 日

（あて先）　千葉市長

（申請者）

 （注）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。

　以下のとおり売掛債権等の回収が困難となったため、経営の安定に著しく支障が生じておりますので、

経営安定資金の利用を申込みます。

＊ 上記が確認できる資料（売掛債権明細等）を必ず添付のこと



取引先倒産企業名

（負債総額が1,000万円以上あること）



（住所）

（社名）

氏名

（法人名及び

代表者職・氏名）

令和



（Ｄ）



円

円

（Ｂ）

住所



経営安定資金申請書②

円



（Ａ）

％

（Ｄ）/（Ｃ）

（Ｃ）のうち（Ａ）からの金額

取引依存度

直近決算（試算表）における売上高

（Ａ）に対する売掛債権等の額

（20％以上あること）

（Ｃ）

（30万円以上あること）

様式第１７号

経営安定Ｂ用


[image: image14.emf] （注）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。

記

１　新たに融資を受ける資金

２　新たな融資金で返済する既存借入

３　金融機関チェック欄

４　一度借換えした資金を再度借換える場合は、次の所見欄に理由・妥当性・償還能力について意見を

　　記入してください（金融機関記入）。

（千葉市（財団）使用欄）

住所



千円

住所



金融機関名



受付金融機関

金融機関名

千円



所

見



残高



資金名

返済を受ける金融機関（他行資金を借換える場合）

住所

上記のとおり確認します。



上記借換えについて承認します。



他行

借入

責任共有制度

再

借換



当初

借入期間



期間 か月



円



借入額

氏名

（法人名及び

代表者職・氏名）

責任共有制度



借換え申請書　（兼確認書）

令和

（あて先）千葉市長



日



年



月

　千葉市中小企業資金融資制度に基づく下記の資金について借換えをしたいので申請します。

また、下記の記載事項については内容に相違ないことを誓約いたします。

資金名



当初借入日



千円



＜受付結果＞



か月



か月

か月

様式第１９号

印

印

対象

対象外

対象

対象

対象

対象外

対象外

対象外

申込人にメリットのある借換えである（一本化、増額、返済額軽減 等）

金融機関の負担が軽減される借換えでない（責任共有対象→対象外の借換えは不可）

借換え実行後の融資残高が、各メニュー毎の融資限度額の範囲内に納まっている

要綱第50条及び第51条の規定に反していない

再借換えの場合、金融機関説明項目が記載されている（理由、妥当性、償還能力）

融資限度額の範囲内である

承認

否決


[image: image15.emf]　　　　現・預金（※１）

固定資産 合計（※1）

自己資本

総資産



申込人名

（債務者）



-

買掛金（建設業：工事未払金）



千円

→

買掛が未払金等に計上されている場合は加算（※2)

売掛が未収金等に計上されている場合は加算（※2)

(4)



+

棚卸資産（建設業：未成工事支出金）



千円

金融機関

部支店名

売掛金（建設業：完成工事未収金）



千円

→

その他の調達額 自己資金額

(※2）諸費用や人件費、家賃、税金等は算入しないでください

-

支払手形（長期支手は除く）



千円



+



(3)

経常利益修正額　 （下記項目を各損益区分に計上し直し、経常利益額の増減額（±）を記入）

+

受取手形（割引手形を含む）



千円

設備投資額

＋



運転資金の所要額（直近期）



L

設備資金 　設備投資額の範囲内である

＋



≦

本件融資の総額



・固定資産売却益・除却損、保険金、貸倒損失、不良資産償却損、貸倒引当金戻入 →　特別損益に計上

＝ 本件実行後の運転資金借入額　①



≦



K

＝ 調達済みの運転資金（下限ゼロ）

・為替差損益（デリバティブ損益）、有価証券評価損益 →　営業外損益に計上

+ 本件融資総額（協調の場合は合計額）

- 借入金等のうち本件にて借換を行う額

※償却不足の累計額を記入する。

借入金等のうち設備資金の額　（※6）

② 運転資金の所要額（Ｌ） × 2倍

（下限ゼロ）



- 現預金のうち月商の3か月分を超える額



①本件実行後の運転資金借入額 上記②の金額

決算（試算）後に増加した借入金等



(2) 当期減価償却不足額（「無し」：0、「あり」：右に数値を記入）



J

-

運転資金



※同一債務者への貸付金が２期連続して減少していない場合は不良資産とみなす。

③

償却資産（有形固定資産）の償却不足累計額。（「無し」：0、「あり」：右に数値を記入）



※法人税申告書別表十六(一）（二）より減価償却実施状況を確認し、償却不足額を不良資産とみなす。



決算（試算）時の借入金等の総額　

（※3）

+

判 定

・貸付金の総額を記入 前々期



千円 直近期



千円

（左記のうち固定化している額→）

(4)

②

長期固定化した貸付金がない。



項　　　　　　　　　　　　目

　本件実行後の運転資金借入額が、所要額（Ｌ）の２倍以内である

①

受取手形・売掛金における不良資産額。（「無し」：0、「あり」：右に数値を記入）



※受取手形のうち不渡手形は不良資産とみなす。貸倒引当金が計上されている場合は不良資産額から控除可。

F

※2期連続して同一債務者・同一金額の受取手形・売掛金が計上されている場合は不良資産とみなす。



 売上高10億円未満の企業のみ必要な項目 判 定



％



項　　　　　　　　　　　　目 数値（千円）

(1)

I

(5) 売上高営業利益率（B/Ａ）が1.0％以上である

不良資産の合計値（直近期）



４．資金使途の妥当性

 ・ 試算表数値を利用する場合、上記数値全てに適用してください。

    （一部項目のみの適用は不可）

税引き後当期利益



千円 D

経常利益



千円 C

営業利益



千円 B

売上高



千円 A

千円

≦　２０年

千円 E

（※3） 直近決算（試算）時における長短借入金＋割引手形+社債+長期支払手形・リース債務等。

G

月期



(※1) 直近試算表数値でも可（試算表添付必須）

％

　　　試算表の数値を使用した場合　→

⇒ ①（収益で返済すべき有利子負債） ÷　②（返済原資） ＝



（※5） 承諾書（他金融機関の明細の場合）、当該融資明細がわかる資料（自行の明細の場合）を添付してください。

千円 H

修正後の自己資本比率（（Ｇ - Ｉ）/（Ｈ - Ｉ ））が10％以上である

年

千円

（※4） 直近期を含む2期連続で残高が変動していない場合のみ可（増加も不可）。直近期の金額を記入してください。

本件にて借換を行う金額　　     

（※5）



２．財務チェック必要数値算定（単位：千円）

- 運転資金の所要額



直近決算期



年



減価償却費



(5)

純新規資金である。（旧債弁済資金ではない。）



-

代表者等からの借入金　　　     

（※4）



・千葉市制度融資の借換えは除く。（承諾書を添付：他金融機関分の場合）

-

- 当期減価償却不足額 （ Ｊ ）



(4)

税金の滞納がない。

（共通：滞納無証明書、市外企業のみ：理由書、納税証明(その1、その3の3)、他自治体の証明書 を添

付）



+ 決算（試算）後に増加した借入金等



+

(3)

千葉市内で既に営業活動を行っている。又はこれから千葉市内で営業活動を行お

うとしている。



+

決算（試算）時の借入金等の総額　

（※3）



②　返済原資



また2期以上の確定申告を行っている。



本件融資額（協調ある場合は合計額）



税引き後当期利益 （D)



千円

(2)

業暦3年以上であり、同一事業を1年以上継続して営んでいる。



①　収益で返済すべき有利子負債額（下限ゼロ）

直近の決算において債務超過ではない G－I≧0



③ 従業員数



人

（役員・家族除）

② 資本金



１．共通基本条件

(3) 本件融資実行後の債務償還年数が２０年以内である



(2)

営業利益、経常利益（2（3）修正後）がいずれも赤字ではない

（B－J）、（C－Ｊ＋Ｋ）≧0



(1)

判  定



① 業種



業

（許認可が必要な業種の場合は許認可証(写)を添付）

(1)

中小企業信用保険法第２条第１項に定める中小企業（法人）であり、千葉県信用保

証協会の保証対象業種を営んでいる。

本　件　申  込  内  容

同時申込み、協調融資の金額

千葉市中小企業資金融資（協会保証なし）利用要件チェック表

本件申込金額 融資期間

千円

※）本チェック表において、全ての判定がマルになっていることが条件となります。

千円



年



月



 ・直近試算表で利用可能な数値は「現・預金」「固定資産 合計」「借入金、負債」です。

日 令和

項　　　　　　　　　　　　目 判 定



返済方法 運転・設備

（なければゼロを入力）



ヶ月



３．財務条件

必         須        項　        目

様式第５号

＜内訳を記載＞

※6）決算書の借入金明細の余白にそれぞれ

運転/設備の別を記載してください

経常利益が減

少する場合は

マイナス値で

入力してくだ

さい

試算表使用

（金額の注意点）

金額の単位は全て千円です。

①資産・収入項目 ⇒ 千円未満は切り捨て

②負債・支出項目 ⇒ 千円未満は切り上げ

総務省作成の「日本標準産業分

類」から業種を選択してください。


[image: image16.emf]令和 年 月 日

（あて先）　千葉市長

 （注）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。

 私は、

（※該当欄にチェック）

　記載内容が虚偽であることが明らかとなった場合、当該融資金の全額を直ちに返済すると

ともに、本件融資金の利子に対して補給を受けた利子補給金を全額返還することするを約束

します。

＜添付書類＞

以下、①～③のいずれか

①千葉市外から転入したばかりで、千葉市税の納期が未到来の場合

②これから創業する場合又は創業間もない場合で、千葉市税の納期が未到来の場合

③個人事業主で千葉市税が非課税となっている場合

※上記のほかに、別途書類の提出をお願いする場合があります。

氏　名



　 千葉市での課税がないため、千葉市の納税証明書は発行されません。

　 千葉市での課税がないため、千葉市の滞納無証明書は発行されません。

（法人名及び

代表者職・氏名）

証 明 書 発 行 に 係 る 理 由 書



住　所



【個人の場合】 「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し（国税）

様式第９号

【法人の場合】 「法人の異動・変更届出書」の写し（千葉市税）

【滞納無証明書が発行されない場合】 転入前の自治体において滞納無市証明書が発行されないため、添付なし

【共通】 転入前の自治体（千葉市以外）の滞納無証明書

【共通】 転入前の自治体（千葉市以外）の納税証明書

【法人の場合】 「法人設立・設置届出書」の写し（千葉市税）

【個人の場合】 「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し（国税）

【個人の場合】 市県民税所得証明


[image: image17.emf]（あて先）　千葉市長

支　店　名

金融機関名

市内営業所住所（本社市外企業の場合）



債務者

との関係



住所

月



年



）

%



（申込み時と相違してる場合、内容と理由）



住所



職業



本社

住所

氏名

（法人名・

代表者名）



利子補給率

の優遇

%



円



担保



債

務

者

資金名



申込日



（

保証承諾日

市承認日



保

証

人

氏名



氏名



融

資

内

容



金融機関 担当者名



（うち据置



職業



実行日

か月）

TEL



融資実行報告書 兼 利子補給申請書

日

融資期間

令和



実行金額

利子

補給率

保証番号

融資利率

か月



債務者

との関係



備考

融資期日



優遇対象要件



（利子補給率の

優遇ありの場合）

様式第７号

運転

代取

代取以外（下記記入）

なし

なし

あり

設備

なし

あり


[image: image18.emf]年 月 日

（あて先）千葉市長

（ 年 ）

月末日現在



本年度融資実行累計



件



千円

（うち協会保証なし）



件



千円

（うち協会保証なし）



件



千円



件

件



千円

千円



当月末融資残高

（うち協会保証なし）

当月中融資実行



件

令和

　千葉市中小企業資金融資要綱第20条の規定に基づき、（　　　　　）月分の融資実績を、下記のとおり

報告します。

記

千円



件　　数 金　　額



金融機関名

千葉市中小企業資金融資実績報告書

様式第８号


[image: image19.emf]年 月 日

必要書類（下記のほか、別途書類が必要な場合があります）

・千葉市産業支援課への書類提出時に本送付書を必ず添付してください。（提出先は千葉市産業振興財団ではありませんのでご注意ください

）

・利用承認書の発行まで原則として5営業日いただきます。スケジュールに余裕をもって申請をお願いします。

・トライアル支援資金を申し込む場合、利用要件チェック表は不要です。

・氏名欄について、記名押印又は本人（代表者）が署名してください。

写



千葉市内の事業所（予定地）を確認できるもの



本社や主たる事業所が市外にある場合

（書式は任意）

写

様式第19号

事業所開設後に提出

様式第10号



要領様式第5号

3か月以内に取得したもの、インターネット謄本でも可

原本



市外

企業



直近の残高で審査を希望する場合、他行分も必要



保証人分は不要




※直近期かつ取得後3か月以内のもの

写



滞納無証明書

　 市（事業所）別の売上高、従業員数、市町村民

　 税納税額、の内訳が分かる資料

写



商業登記簿謄本、履歴（現在）事項全部証明書



様式



納税証明書（法人市民税）

決算書類一式　2期分



共通

千葉市中小企業資金融資申込書（協会保証なし）



原本



千葉市制度融資申込書類送付書（協会保証なし）

令和



金融機関名・支店名



資金種類



チェ

ック

種類 備考

申込者名

書類名

原本

写

保証協会の許認可業種の場合

写



別表、決算書、諸科目明細　含め全ページ



原本

様式第9号

千葉市での課税がなく、千葉市の納税証明書及び滞納

無明書が発行されない場合

保証人分は不要




※申込月に取得したもの

　 証明書発行に係る理由書 原本



　 融資残高照会票　等

借換え

様式第1号

原本

写



　 許認可証　又は　宣誓書（建設業、飲食業） 写

原本 様式第3号-②

借換え申請書（兼確認書） 原本



営業活動開始報告書



本社

転入

本社転入確認報告書



売買契約書、賃貸借契約書　等

物件資料

様式第11号



事業計画書に添付したもの

千葉市内への本社転入による優遇利子補給率の適用を

受ける場合（振興資金のみ）

様式第2号



物件（工事、使用、設置）の場所が分かる資料



千葉市産業振興財団の承認印が押されたもの

千葉市産業振興財団へ提出したもの トライアル支援資金事業計画書



写



千葉市産業振興財団の承認書 原本



NPO

事業報告書・計算書類（活動計算書及び貸借対照

表）及び財産目録・年間役員名簿・社員のうち十人

以上の者の氏名及び住所を記載した書面

写



写 様式第18号



特許証、契約書、協定書、計画書　等の資料 写

トライ

アル

申込人概況 原本 様式第3号-③



市内進出に係る誓約書 原本



設備

設備資金検討表



千葉市中小企業資金融資利用要件チェック表 原本 様式第5号 最新のものを使用すること



　 市内事業所の賃貸借契約書 写



謄本等で市内事業所が確認できない場合



保証協会様式



見積書、契約書、注文書、請求書、カタログ 等 写 設備の詳細が分かる資料

不動産の謄本、公図、動態図（住宅地図）、配置図、写真　等

写



SDGs推進支援制度申請書



土地利用計画書



車両 車両購入に係る誓約書 原本

写



要領様式第6号



土地

資金

SDGs

原本

原本

優遇対象の認定証等の写し



売買契約書、重要事項説明書、謄本、公図、住宅地図

様式第４号－②

運転 設備


[image: image20.emf]号

年 月 日

様

記



千経産第

令和



特記事項



氏名

資金名



住所



債務者

承認内容



ＴＥＬ



千葉市長

千葉市中小企業資金融資制度利用の承認について（通知）



　　　　年　　　月　　　日にて申込みのありました、千葉市中小企業資金融資制度の利用について、千葉

市中小企業資金融資要綱第１４条第2項の規定により、下記のとおり承認します。

様式第６号


[image: image21.emf]令和

（あて先）　千葉市長

住　　　所

氏　　　名

 （注）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。

投資方法

面積

令和 　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

（長期になる場合はその理由）

市 内 進 出 に 係 る 誓 約 書

　なお、違反した場合は当該融資金の全額を直ちに返済するとともに、本件融資金の利子に対して補

給を受けた利子補給金を過去にさかのぼって全額返還することを約束します。

住所

（本社所在地）

　私は、千葉市中小企業資金融資を利用して融資を受けた後、速やかに千葉市内で事業活動を開始

　　年　　　月　　　日

千葉市内事業所

住所（予定）

　（法人名及び

代表者職・氏名）

本社 ・支社 ・ 営業所 ・ 店舗 ・ その他（　　　　　　　）

（※）事業所予定地が確認できる書類（賃貸借契約書、売買契約書 等）を添付してく

　　ださい。

（※）事業所は概ね1年以内に開設できることを条件としています。

市内事業所の

稼動開始予定日

（※）



市内事業所の用途

　土地　　　　　　　　　㎡

　建物　　　　　　　　　㎡　（賃貸の場合、賃貸物件の面積）

市内事業所での

従業員数（予定）

　千葉市

　正社員　　　　　　　　 　　 名　　（うち常駐役員　　　　名）

　アルバイト等　　　　　　 　名

詳細

します。

　１．自社保有

　２．賃貸

　３．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



市外企業用

様式第１０号


[image: image22.emf]( 〒 - ) ( 〒 - )

( - - ) ( - - )

（市内本社実態確認欄） 代取の常駐 総務・経理などの管理部門あり 決算書具備

千葉市中小企業資金融資申込書（協会保証あり）

令和



年



月



日

融   資   申   込   者

フ リ ガ ナ



法人設立



年



月



日

氏　名

（法人名及び

代表者職・氏名）



年月日

個人開業



年



月



日



年月日

 （注）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。

本 社 ( 登 記 上 ) 又 は 現 住 所 ( 住 民 登 録 地) 市　内　営　業　所　所　在　地



電  話



電  話



利子補給優遇 無 ・ 有

業  種



資 本 金



千円

従業員

(役員・家族除）



名 融資申込実績



融  資  申 込  内  容

資 金 名



申込金額



円

融資（予定）利率



％

申込金融機関



融資希望日 令和



年



月



日 同時申込み

無　・　有　（他行　・　その他　）

資金使途



返済方法 元金均等　　元利均等　　期日一括　　他

返済期間

　　　　　　　　　　　　か月（うち据置　　　　　　　か月）

返済条件

　か月目～　　　　　か月目　　　　　　　　円

担保設定

　　　　無　　　　・　　　有　　（　　　　　　　　　　　　　）

最終回　　　　　　　　　　　円　

直近期業績

決算期



年



月期 売上高



千円 経常利益



千円

当期利益



千円 自己資本



千円 （自己資本比率



％）

　　連  帯  保  証  人

フリガナ

住所 申込人との関係 職業

氏 名



（市税納付状況の調査承諾及び利子補給委任欄）

　私は、千葉市中小企業資金融資制度の融資実行後に、要件となる市税滞納の有無確認のため市税全般に係る納付状況を調査することを

承諾します。また、利子補給に関し下記の者を代理人と定め、千葉市中小企業資金融資要綱に基づく利子補給金の申請、請求及び受領並

びに返還に関する一切の権限を委任します。

　　（委任者・申込者） 　　（受任者・金融機関）

住所 住所



氏名

（法人名及び

代表者職・氏名）

氏名

 （注）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。

＜注意＞（金融機関の方へ）

千葉市

（財団）

使用欄



・融資申込に当たっては、「融資申込書類送付書」に記載されている必要書類

　を添付してください。（送付先は千葉市産業振興財団）

・市制度の融資申込は、必ず千葉県信用保証協会への保証申請時と同時に

　提出してください。

・融資実行後14日以内に「融資実行報告書 兼 利子補給申請書」を千葉市

　宛てに提出してください。（送付先は千葉市産業振興財団）

様式第３号－①

代取（下記記入不要） 代取以外（下記記入）

なし

印



[image: image23.emf]（あて先）千葉市長

（申請者）

 （注）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。

＜添付資料＞ ＜産学連携、知財活用（他社）場合＞

連携先確認欄

上記事業計画について確認しました。

令和 年 月 日

氏　名

（法人名及び

代表者職・氏名）



住　所

氏　名

住　所



代表者職・氏名）

（法人名及び　

月



日

日 設立年月日

会

社

の

概

要

市内住所



業種



トライアル支援資金事業計画書

令和



年



年



月



資本金



円 従業員数



人

事業の内容



販売先

（シェア）



％

仕入先

（シェア）



％



％



％



％



％

融

資

内

容

金融機関



支店



申込金額



円 融資期間



か月

（据置



か月）

返済方法



協会保証



特記事項



申

請

事

業

の

概

要

利用要件に○



産学連携



知財活用（自社）



知財活用（他社）

上記事業の

内容、特徴、

事業計画　等



年

申請する事業

の計画（見込

み）

（単位：千円）



年



月期

売上総利益



月期

売上高



年



月期



（うち減価償却費）



販売費・一般管理費



研究室等



氏名



活動内容



経常利益



補助金（補助事業の場合）



産学連携

知財活用（他

社）

の場合

連携相手

住所



学校名

学部名



様式第１８号

有 無

事業計画、技術・商品内容の確認できる資料

知的財産権の権利証、登録証、認定証等の写し

連携先の会社概要、パンフレット等

連携先との協定書、契約書等の写し

（注）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。

